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古民家「旧安藤邸」指定管理業務仕様書 

 

古民家「旧安藤邸」の指定管理者が行う業務の内容及び管理基準等は、この仕様書

によるものとする。 

 

１ 本仕様書の趣旨 

本仕様書は、松田町が施設の指定管理者を指定するに当たり、施設の経営・管理

業務の内容及び履行の方法について定めるものとする。 

 

２ 施設の経営・管理に関する基本的な考え方 

施設の経営・管理に当たっては、法令や条例等を遵守するとともに、次の事項を

遵守すること。 

（１）本施設の役割に則した経営・管理を行うこと。 

（２）利用者の意見や要望を経営・管理に反映させること。 

（３）効率的経営を行うとともに、環境負荷の低減と施設の保全に取り組み、事業費

のコストダウンを図ること。 

（４）松田町個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、個人情報の保護を徹底

すること。 

（５）災害時、緊急時に備えた危機管理を徹底すること。 

（６）町、県及び国の指針に従い、新型コロナウイルスまん延防止策を適切に講じる

こと。 

 

３ 施設の概要 

（１）名  称  古民家「旧安藤邸」 

（２）所 在 地  神奈川県足柄上郡松田町寄７０９番地ほか  

（３）施設内容 

総 面 積 

（土 地） 
1,665.66㎡ 

施設別概要 

主屋 

床面積       132.15㎡ 

管理施設 

床面積    １階 40.94㎡ 

      ２階 31.89㎡ 

倉庫 

床面積       33.05㎡ 
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庭 

敷地面積      973.15㎡ 

茶畑 

敷地面積      495.42㎡ 

※その他、付帯する工作物については、施設内容に含むものとする。 

 

４ 休館日及び開館時間 

  古民家「旧安藤邸」は無休とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、

休館にすることができる。 

また、古民家「旧安藤邸」の１泊の利用時間は、利用開始日の正午から利用開始

翌日の正午までの範囲内とし、休憩の利用時間は、利用開始日の午前９時から午後

９時までの範囲内とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、これを変更

することができる。 

 

５ 法令等の遵守 

施設の経営・管理に当たっては、本仕様書のほか、関係法令等を遵守し、適正な

管理を行わなければならない。 

 ※ 業務の履行に伴う関係法令及び例規等に基づく行政庁への各種手続き（住宅

宿泊事業法（民泊）に基づく届出や旅館業法に基づく簡易宿所の営業許可申請

等）については、指定管理者の責任において行うこと。 

 

６ 施設及び設備の維持管理に関する業務 

指定管理者は施設の適切な運営のため、施設全体の保守管理等を実施すること。 

【参考】業務名 内容 

浄化槽維持管理業務 

仕様については別添「資料１」を参照 
施設清掃業務 

施設設備保守点検業務 

施設内整備業務 

※上記業務のほか、町が施設の維持管理に必要と認める業務についても実施すること。 

 

７ 利用の許可に関する業務 

指定管理者は古民家「旧安藤邸」を利用する旨の申請があった場合は、利用の可

否について決定する。 

 

８ 利用料金の収受に関する業務 

（１）施設の利用料金については、松田町古民家の設置及び管理に関する条例別表に

定める額を上限とした範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を得
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て定めるものとする。ただし、指定管理者は、松田町古民家の設置及び管理に関

する条例施行規則第５条各号の規定に該当すると認める場合は、町長の承認を得

て、利用料金を減額し、又は免除することができる。 

（２）施設の利用料金は、指定管理者は収入として、収受することができる。 

 

９ 古民家の設置目的を達成するために必要な業務 

（１）観光案内等業務 

常に町内及び周辺観光地の最新情報を入手・整理し、観光案内を行うこと。また、

来館者、住民等から問い合わせや苦情があった場合は、速やかに適切な対応を行う

こと。 

（２）利用促進業務 

本施設のＰＲ活動やサービス・クオリティの向上に取り組むことはもとより、他

団体・企業・寄地区の住民や団体等との連携などにも積極的に取り組み、顧客やリ

ピーター確保による利用促進を図ることで地域経済活性化や雇用創出につなげる。 

 

１０ 自主事業 

（１）本事業の趣旨を実現するため、指定管理者は、積極的に自主事業を実施するこ

と。なお、その内容については、事前に町と協議し、承認を得なければならない。 

（２）自主事業は、指定管理者自らの費用と責任において行うこと。 

 

１１ 経営・管理業務の履行体制 

（１）指定管理者は、経営・管理業務を行うに当たり、事業計画を確実に履行する体

制を構築するのはもちろんのこと、次の者を必ず配置選任すること。 

① 統括責任者 １名 

② その他業務を履行するための人員 適切な人数（兼任可） 

（２）指定管理者は、本施設の経営・管理にあたり必要となる人員は、町内在住者か

ら雇用するよう努めること。 

（３）寄地域内の住民や団体等を複数含む体制とすること。 

 

１２ 危機管理対応 

（１）自然災害、人為災害、事故及び自らが原因者・発生源になった場合等のあらゆ

る緊急事態、非常事態、不測の事態には、遅滞なく適切な措置を講じた上、町を

はじめ関係機関に通報すること。 

① 火災、事故等の緊急時における利用者に対する避難誘導及び関係機関への通

報を行うこと。 

② 停電時における施設の管理を遅滞なく行うこと。 

③ その他利用者に対する対応に万全を期すること。 
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（２）予防対策 

① 危機管理体制を築くとともに、対応マニュアルを作成し、災害時の対応につ 

いて定期的な訓練を行うこと。 

② 消防署から指摘があった場合は、直ちに改善すること。 

 

１３ 個人情報の保護と情報公開 

（１）業務上知り得た個人情報については、松田町個人情報の保護に関する法律施行

条例により適正な取扱いをしなければならない。 

（２）松田町情報公開条例によりその経営・管理についての透明性を高めること。 

 

１４ 賠償責任と保険の加入 

（１）賠償責任 

古民家「旧安藤邸」の経営・管理を行うにあたり、指定管理者の責めに帰すべ

き事由により、利用者に損害を与えた場合は、国家賠償法第 1 条の規定により、

施設の設置者である町が賠償責任を負う。ただし、町は、町が負ったその賠償に

ついて指定管理者に対して請求を行うことができる。また、施設内における事故、

盗難については、当事者の責任において処理するものとし、町は一切、責任を負

わないものとする。 

（２）保険の加入 

建物共済は、所有者である町が全国自治協会建物災害共済に加入するものとす

る。指定管理者は、町が加入している「全国町村会総合賠償保障保険」（対人２億

円以上、対物２千万円以上）の補償額以上の保険に加入すること。 

 

１５ リスク分担 

  指定期間内における主なリスク分担の基本的な考え方は、原則、別添「資料２」

のとおりとする。 

 

１６ 環境への配慮 

（１）環境に配慮した商品やサービスの購入の推進及び廃棄物の適正処理 

（２）電気、燃料等のエネルギー使用量の削減 

（３）発生する生ごみなどの削減と有効活用 

（４）タバコやゴミのポイ捨て等に対する厳粛な対応 

 

１７ 業務報告書の提出 

  指定管理者は、利用状況、経営・管理状況、売上収入状況、経営・管理に要した

経費等の収支状況を記載した報告書を業務日報に基づき、月ごとの月例業務報告書

を作成し、町に提出し報告しなければならない。 
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１８ 指定期間終了後の引継ぎ事務 

（１）指定管理者は、指定期間終了時に引継書を作成し、次期管理者に円滑かつ支障

なく施設の業務を遂行できるよう、引継ぎを行うこと。 

（２）指定管理終了後若しくは指定の取り消し等により次期管理者へ業務を引継ぐ際

は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要書類等を遅滞なく提供すること。 

（３）指定管理者は、指定管理期間が満了し、又は指定管理を取り消されたときは施

設及び設備を原状に回復し、速やかに町に引き渡すものとする。ただし、指定管

理期間満了後も、引き続き指定管理者として経営・管理業務を行う場合及び原状

を回復するに及ばないと町が認める場合は、この限りではない。 

 

１９ その他 

（１）取り扱う食材について 

町内の活性化を図るため、原則、食材を町内業者から積極的に取り入れるよう

取り組むこと。また、地場産品の消費拡大を図るため、原則、地元で生産された

農水産物を取り扱うよう取り組むこと。 

（２）この仕様書に規定するもののほか、記載のない事項については、その都度町と

協議し事業の経営を推進すること。 

（３）その他契約に関する詳細事項については、基本協定で定めることとする。 


